
 

 

藤沢市分園設置運営補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育所の受け入れ体制の整備について緊急かつ円滑な実

施を図るため、保育所の分園設置及び運営をするための事業に要する費用に

対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、藤沢市補助金交付規

則（昭和３５年藤沢市規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 （１） 中心保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の定めるところに

より認可を受け分園を行う市内の民間保育所をいう。 

 （２） 分園 保育所分園の設置運営について（平成１０年４月９日児発第３０２

号厚生省児童家庭局長通知）の定めにより設置認可を受けた市内の保育所分

園をいう。 

 

（補助対象） 

第３条 補助の対象は、当該各号に定めるものとする。 

 （１） 施設・設備整備費 分園を設置するために必要な施設整備の設計、整備及

び保育備品購入費等をいう。 

 （２） 賃借料 分園の施設賃借料をいう。ただし、当該建物の貸主が個人であっ

て、その貸主が法人の役員（法人役員の配偶者、親子、兄弟姉妹を含む。）等

法人と特別の関係にある者である場合には、補助の対象としない。 

 （３） 礼金 分園となる施設を賃借する上で必要な謝礼をいう。 

 

 

（補助額） 

第４条 補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。 

補助の対象

の区分 

補助額 限度額 備考 



 

 

施設・設備

整備費 

要した経費に４分

の３を乗じて得た

額。 

１０，０００，０

００円。 

ただし、施設・設

備整備費が神奈川

県安心こども交付

金事業費補助金の

交付対象となる場

合は、３０，００

０，０００円。 

 

賃借料 分園の設置のため

に工事着工が行わ

れた日の属する月

から当該事業を開

始する月の前月ま

での６月及び開設

後の月数を合算し

た期間を賃借期間

とし、当該建物に

係る賃借料の年額

（管理費及び共益

費の額並びに消費

税額及び地方消費

税額に相当する額

を含む。）に４分の

３を乗じて得た

額。 

ただし、公定価格

による賃借料加算

の認定を受けた施

設については、当

該賃借料加算額の

年額を控除した

額。 

５，０００，００

０円。 

ただし、賃借期間

に１年に満たない

期間がある場合、

当該期間に係る補

助金の額は、月割

計算により算出し

た額とする。この

場合においては、

月額４１６，００

０円を限度額とす

る。（附則に定め

る特例規定が適用

される場合におい

ては、月額６２５，

０００円を限度額

とする。） 

・実契約額が妥当でな

いと市が認めた場合に

ついては、不動産鑑定

士による鑑定額以下を

実契約額とすることが

できる。この場合、鑑定

料については、保育所

の負担とする。 

・賃借料については、分

園を開所した日から５

年を経過した日の属す

る月分までとする。た

だし、市長が必要と認

めた場合は、これを延

長することができる。 

礼金 要した経費に４分

の３を乗じて得た

額。 

礼金額が建物賃借

料の１ヶ月相当の

場合は４１６，０

 



 

 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

（補助金交付申請手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする民間保育所の設置者は、分園設置運営

補助金交付申請書（第１号様式）に次の各項に定める書類を添えて、事業着手

までに市長に提出しなければならない。ただし、事業の性質上、事業の着手前

に申請することが困難と認められる場合はこの限りではない。 

２ 施設・設備整備費の補助金の交付を申請する場合の書類は、次の各号に定め

る書類とする。 

 (1) 収支予算書（第２号様式） 

 (2) 事業計画書 

 (3) 事業費見積書 

 (4)  工事行程表 

 (5)  建物平面図及び立面図 

 (6)  中心保育所・分園位置図 

 (7)  分園設置決定を証する議事録等の写し 

３ 賃借料の補助金の交付を申請する場合の書類は、次の各号に定める書類と

する。 

 (1) 建物賃貸借契約書の写し 

 (2) 収支予算書（第２号様式） 

 (3)  中心保育所・分園位置図 

 (4) 建物平面図 

(5) 工事行程表（開設前の建物改修の期間等に係る賃借料の場合） 

４ 礼金の補助金の交付を申請する場合の書類は、次の各号に定める書類とす

る。 

 (1) 建物賃貸借契約書の写し 

 (2) 収支予算書（第２号様式） 

 (3)  その他礼金の支払を証する書類 

 

００円を、１．５

ヶ月相当の場合は

６２４，０００円

を、２ヶ月以上の

場合は８３２，０

００円。 



 

 

（補助金交付決定） 

第６条 前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査のうえ、交

付の可否を決定し、分園設置運営補助金交付決定通知書（第３号様式）により

通知する。 

 

（届出義務） 

第７条 補助金の交付決定を受けて事業を行う民間保育所の設置者は、事業を

着手するときにあっては、分園設置運営補助金事業着手届（第４号様式）を、

完了したときにあっては、分園設置運営補助金事業完了届（第５号様式）を市

長に提出しなければならない。ただし、施設・設備整備費を除く補助金にあっ

ては、分園設置運営補助金事業着手届（第４号様式）を省略することができる。 

 

（変更交付申請） 

第８条 補助金の交付決定をされた民間保育所の設置者は、既に交付の決定を

受けた補助金の額の変更を受けようとするときは、分園設置運営補助金変更

交付申請書（第６号様式）に必要書類を添えて、速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査のうえ、適当と認める

ものについて、分園設置運営補助金変更交付決定通知書（第７号様式）により

通知する。 

 

（補助金の交付時期） 

第９条 補助金の交付時期は、次の各号のとおりとする。 

 (1)  施設・設備整備費の補助金にあっては、当該事業が申請どおり完了した

ことを確認した後とする。ただし、市長が必要と認めたときは、事業等完了前

に補助金の全部又は一部を交付することができる。 

 (2) 賃借料の補助金にあっては、当該事業が申請どおり完了したことを確認

した後とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。 

 (3) 礼金の補助金にあっては、当該補助が申請どおり完了したことを確認し

た後とする。 

 

（事業実績報告） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた民間保育所の設置者は、当該事業等を完

了したときは、分園設置運営補助金事業実績報告書（第８号様式）に次の各項

に定める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 施設・設備整備費の補助金の事業報告をする場合の書類は、次の各号に定め



 

 

る書類とする。 

 (1) 収支決算書（第９号様式） 

 (2) 補助対象経費を証する契約書等の写し 

 (3) 工事完了確認を証する検査済証等の写し 

 (4)  建物平面図及び立面図 

 (5)  建物完成写真 

 (6)  事業費に係る支払領収書等の写し 

３ 施設・設備整備費の補助金以外の補助金の事業報告をする場合の書類は、次

の各号に定める書類とする。 

 (1) 収支決算書（見込み）（第９号様式） 

 (2) 支払領収書等の写し 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１条 補助金の交付を受けた民間保育所の設置者は、事業完了後に消費税

及び地方消費税の申告により本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が確定した場合は、国・県補助金交付要綱等に定める様式により、速や

かに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市

に納付させることができる。 

 

（書類の整備） 

第１２条 補助金の交付を受けた民間保育所の設置者は、当該補助金に係る事

業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該支出及び収入に係る

証拠書類を整備するとともに、当該補助の終了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

（補助対象除外） 

２ この要綱の適用を受けてから１０年を経過した分園については、市が当該

分園を必要と認めない場合は、補助の対象から除くものとする。  

（検討） 

３ 市長は，令和８年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え，その結果について必要な措置を講ずるものとする。 



 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（定員拡大により既存分園の拡張を行った保育所に対する補助に関する特例） 

２ この要綱の施行の日から、定員拡大により既存分園の拡張を行った保育所

に対する補助について、賃借料補助額については、第４条第１項第２号及び第

３号の規定にかかわらず、７，５００，０００円を限度とする。 

（検討） 

３ 市長は、平成２７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を

加え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２８年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１月１８日から施行する。 

（特段の事情により事業完了が遅延した保育所の補助に関する特例） 

２ ２０１７年（平成２９年）３月１５日付藤沢市認可保育所（分園）設置運営

法人募集により選考され、特段の事情により事業完了が遅延することを市長

が認めた案件については、平成３０年度末までに事業が完了する案件に限り、

第４条に規定する神奈川県安心こども交付金事業費補助金の交付対象となる

場合として補助金の額を算出する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３１日改正） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 分園を設置することにより６０人の児童が入所でき、その結果、湘南台地区

における待機及び入所保留児童の抑制に寄与している。なお、湘南台地区につ

いては、令和８年４月に新たな保育所（定員７０人）も開設予定であり、引き

続き待機児童対策を講じるべき地区である。 

市長は、「藤沢市子ども・若者共育計画」の次期改定に伴う数値等を踏まえ、

令和１３年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結

果について必要な措置を講ずるものとする。 

 


